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ごみ排出マナー啓発用ポスター等の配布協力について 

１ 傘下の会員への周知 

平成31年３月から、下記の会員の方々が、ごみ分別アプリの周知用チラシの

掲出依頼文書や、ごみステーションの排出状況の改善に向けた対応についての

依頼文書を傘下の会員に配布。 

また、令和元年９月以降、ごみ排出マナー啓発用ポスターの掲出依頼文書を

傘下の会員に配布。 

・（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会北海道支部 

・（公社）全日本不動産協会北海道本部 

・（公社）北海道宅地建物取引業協会 

・（公社）北海道マンション管理組合連合会 

・（一社）マンション管理業協会北海道支部 

２ 管理物件での周知 

令和元年10月以降、（株）常口アトムの管理物件において、ごみ排出マナー啓

発用ポスターを掲出。 

３ 定期総会等での周知 

（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会北海道支部の令和元年６月の定期総

会、９月の研修会において、札幌市環境局環境事業部業務課の職員が、ごみの

適正排出に向けての効果的な方法等を説明。 

（敬称略） 


